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晩秋の候、ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。日ごろより、本市教育行政の推進につきし

まして、御理解と御協力をいただき感謝申し上げます。 

さて、本市では、平成２１年９月に「真砂地区学校適正配置地元代表協議会」から提出いただきまし

た「統合の要望書」及び平成２２年４月に同協議会から提出いただきました「跡施設活用の要望書」の

内容を踏まえ、真砂地区小学校跡施設利用の全庁的な検討を行い、この度、「利用方針（案）」を取りま

とめましたので、お知らせします。 

 

１ 検討にあたっての基本的な考え方 

中長期的な視点から、人口・世代構成や、周辺地域の施設の状況、地元住民の要望などを総合的

に勘案して跡施設利用を行うとともに、財政状況を踏まえ、真砂地区全体として改修費用に見合う

収益を確保するため、資産の処分等を行います。 

 

２  意見の提出 

真砂地区小学校跡施設の利用方針（案）について、御意見・御提案等がございましたら、御提出

をお願いします。 

（１）提出期限 

平成２３年１２月２０日（火）まで 

（２）提出方法 

「真砂地区小学校跡施設の利用方針（案）に対する意見」と明記し、御意見のほか、住所・氏名・

電話番号・電子メール等の連絡先を記入して、郵送・ファクシミリ・電子メールにより教育総務部

企画課に御提出ください。 

なお、口頭、電話での御意見・御提案はお受けできませんので御了承ください。 

 

郵送 
〒260-8730 千葉市中央区問屋町１－３５ 

千葉ポートサイドタワー１２階 千葉市教育委員会教育総務部企画課 

ファクシミリ ０４３（２４５）５９８８ 

電子メール kikaku.EDG@city.chiba.lg.jp 

 

（３）考え方の公表 

提出していただいた意見の概要とその意見に対する考え方は、平成２４年１月上旬に千葉市ホ

ームページにて公表する予定です。（※住所、氏名など個人情報は公表しません。）類似の意見は集

約することがあります。 

なお、いただいた御意見・御提案に対する個別の回答は行いません。 

 

 

真砂地区小学校跡施設の利用方針（案） 

１ 真砂第一小学校跡施設 
用　途 内　容 利用日・時間（予定） 運営主体

【移転】
①真砂ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

現在の検見川地区サービスセ
ンタービルから移転・拡充

通年
（年末年始除く）
9:00～21:00

指定管理者

【拡充】
②障害福祉サービス事業所

生活介護、自立訓練、就労移
行支援、就労継続支援などの
サービスを提供

社会福祉法人、医療法人、
NPO法人、株式会社（公募）

【拡充】
③地域活動支援センター

地域で生活する障害者に対
する日中の支援、活動の場の
提供、各種相談

相談支援事業実施事業者(委
託)

【拡充】
④自治会集会所

集会所のない真砂地区の自
治会のための集会所

通年
（年末年始除く）
9:00～21:00

利用を希望する周辺自治会で
結成される「管理運営委員会」
を想定

【拡充】
⑤特別養護老人ホーム

ショートステイ及びデイサービ
スを併設

終日 社会福祉法人（公募）

月曜日～金曜日
9:00～17:00

 
※敷地内の別棟にある子どもルームは利用を継続 

４階
３階
２階

１階
③地域活動
支援センター

※エレベーターを新たに設置 ※プールは除却し、駐車場として活用

校
舎

①真砂コミュニティセンター ④自治会集会所等

①真砂コミュニティセンター ②障害福祉サービス事業所

①真砂コミュニティセンター
⑤特別養護
老人ホーム

駐車場
オープン
スペース

体育館
①真砂コミュニ
ティセンター

校庭

 

２ 真砂第二小学校跡施設 

用　途 内　容 利用日・時間（予定） 運営主体
【新規】
①市立高等特別支援学校
（市立養護学校高等部分校）

障害の程度の軽い生徒（高校
生）を対象、社会的自立を目
指す就労支援など

【移転】
②教育相談指導教室

心理的な要因による不登校中
学生のための特別支援学級

【新規】
③日本語指導通級教室
（サテライトスクール）

日本語指導が必要な外国人
中学生のための通級教室

月曜日～金曜日
14:00～18:00

通年

千葉市教育委員会

 

４階
３階
２階
１階

※既存のエレベーターを活用 ※体育館及び校庭は、統合した真砂中学校における活用等を実施

体育館 ①、②共用
校庭
プール

①、②共用

②教育相談指導教室
校
舎 ①市立高等特別支援学校

③日本語指導

 

３ 真砂第四小学校跡施設 

売却し、跡施設整備の財源等に活用 

※子どもルームは真砂東小学校（旧真砂第二中学校）へ移設 

４ スケジュール 

Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度

整備 耐震診断
改修・耐震補強実施設
計、プール除却工事

改修・耐震補強工事

利用
一部利用開始（１Ｆ障害
者施設）

全面利用開始

整備
改修・耐震補強実施設
計、改修工事

耐震補強工事

利用
一部利用開始（高等特
別支援学校）

全面利用開始

真砂第四小学校跡施設 売却 （仮校舎として使用後、Ｈ２５年９月以降）　校舎等除却・売却手続き

真砂第一小学校跡施設

真砂第二小学校跡施設

 

回覧（掲示） 

お問い合わせ先 

教育総務部企画課 

☎０４３－２４５－５９０８ 


